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提案書様式第１号 

 

１ 市民の平等な利用を確保するものであること。 

（１）管理運営の基本的な考え方 

□本施設の管理に限定せず、指定管理者制度を用いた公の施設の管理運営のあり方に関す

る基本的な考え方について、「公の施設」及び「指定管理者」に係る制度の趣旨、目的

等を踏まえて、記述してください。 

平成１８年の指定管理者制度導入以来、共同事業体としてハーモニープラザの管理運営

に携わって参りました。この間、外郭団体として蓄積された経験を踏まえ、指定管理者制

度を用いた公の施設の管理には、次の３つの視点が重要であると考えています。 

１ 行政の代行者として、高い責任意識・規範意識、公共性・公益性を発揮する 

誰にとっても公平で平等なサービスを提供し、市民福祉の増進を図る。 

２ 新しいことへの挑戦を行いながらも、常に市民が利用できる行政サービスとして、

継続性・安定性・専門性を確保する 

指定期間中の安定的な経営基盤の確保に配慮するとともに、サービス提供に必要な

専門性の高い人材の確保に努める。 

  ３ 市民の税金で運営される施設の管理者として、コスト削減に常に配慮し、費用対 

効果の高い運営を行う 

こうした視点に沿って、私たちは次の４点を指定管理施設の管理運営の基本的な考え方

としています。 

①法令等を遵守した適正な管理運営と事業運営の実施 

②公平・平等な利用の確保と公正・透明に徹した適切な事業経営 

③公民協働による施設機能の発揮と地域の活性化 

④創意工夫や業務革新によるサービスの向上と効率的な運営 

□本施設の使用許可をする場合、又は使用の制限等をする場合の基本的な考え方を記述し

てください。 

１ 施設の使用許可の判断基準の明確化 

施設の使用許可に関して、各施設の設置管理条例及び同管理規則に則り、使用許可を 

行う際の判断基準や「審査基準」及び「標準処理期間」を定めて、申請から使用許可ま 

で速やかに対応します。 

２ 使用許可制限等の場合の対応 

施設の使用許可に関しては、内容確認を慎重に実施することとしていますが、申請と 

異なる利用内容であること、または市民に不利益を与える可能性があることが判明した 

場合は、使用の制限、停止または使用許可取消を行うことがあります。 

このような場合には、申請者に対して十分な説明を行い、理解を求めます。また速や 

かに市へ報告し、その後の経過報告も行います。 

使用許可の取消が困難な場合には、開催時に職員が立ち会い、または必要に応じて消 

費生活センター等関係機関へ立ち会いを依頼するなどし、市民の不利益にならないよう 

に努めます。 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第２号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（１）同種の施設の管理実績 

□地方自治法に規定する「公の施設」の管理に関する業務実績があれば、施設名、従事し

た期間等を記述してください。 

【千葉市社会福祉協議会における「公の施設」の管理に関する業務実績】 

施設種別 施設名称 管理期間 

福祉・交流施設 

千葉市ハーモニープラザ H11.12～ 

 千葉市社会福祉研修センター H12.4～ 

小中台地域福祉交流館 H23.4～ 

高齢者福祉施設 

 

 

 

中央区 
千葉市中央いきいきプラザ H10.4～ 

千葉市蘇我いきいきセンター H20.4～ 

花見川

区 

千葉市花見川いきいきプラザ H11.4～ 

千葉市花見川いきいきセンター H14.4～ 

千葉市さつきが丘いきいきセンター H21.1～ 

稲毛区 
千葉市稲毛いきいきプラザ S59.4～ 

千葉市あやめ台いきいきセンター H17.4～ 

若葉区 

千葉市若葉いきいきプラザ H13.4～ 

千葉市大宮いきいきセンター H13.4～ 

千葉市都賀いきいきセンター H17.10～ 

緑区 

千葉市緑いきいきプラザ H15.4～ 

千葉市越智いきいきセンター H18.4～ 

千葉市土気いきいきセンター H22.4～ 

美浜区 
千葉市美浜いきいきプラザ H10.4～ 

千葉市真砂いきいきセンター H21.1～ 

千葉市幸老人センター S48.7～H18.3 

千葉市ことぶき大学校 H12.4～R2.3 

障害者（児）福祉施設 

千葉市桜木園 S46.8～ 

千葉市療育センター S56.4～ 

千葉市大宮学園 S57.4～ 

千葉市障害者福祉センター H11.12～ 

児童施設 

千葉市園生児童福祉センター S42.8～H18.3 

千葉市小仲台児童福祉センター S42.8～H18.3 

千葉市千草台児童福祉センター S45.5～H18.3 

千葉市あやめ台児童福祉センター S47.7～H18.3 

千葉市花見川児童福祉センター S48.7～H18.3 

千葉市幸児童福祉センター S48.7～H18.3 
 



3 

【千葉市文化振興財団における「公の施設」の管理に関する業務実績】 

施設種別 施設名称 管理期間 

文化施設等 

 

千葉市民会館 S48.4～ 

千葉市文化センター H 元.8～ 

千葉市若葉文化ホール H3.5～H28.3 

千葉市若葉区千城台コミュニティセンター H18.4～H28.3 

千葉市男女共同参画センター H11.10～ 

千葉市美浜文化ホール H23.4～H28.3 

千葉市文化交流プラザ H20.4～H30.3 
 

□千葉市ハーモニープラザと同種の施設の管理を受託したことがある場合は、施設名、従

事した期間等を記述してください。 

 

千葉市社会福祉協議会における「同種の施設」の管理に関する業務実績は以下のとおり 

です。 

【障害者福祉センターと同種の施設】 

施設種別 施設名称 管理期間 

身体障害者福祉センター 千葉市療育センターふれあいの家 S56.6～ 

 

千葉市文化振興財団においては、「同種の施設」の管理に関する業務実績はありません。 

 

 

 

 

 

原則として、Ａ４判１枚以内で記述してください。 

ただし、共同事業体の場合は全構成団体について、有限責任事業組合の場合は全組合員に

ついて、事業協同組合等の場合は組合及び全担当組合員について、Ａ４判３枚以内で記述

してください。 
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提案書様式第３－１号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（２）管理運営の執行体制 

□千葉市ハーモニープラザ管理運営の基準にある本施設の管理運営業務全般の実施体制

（人員配置、責任の所在、緊急時の連絡体制等）を具体的に記述してください。 

１ 管理運営業務の実施体制と責任の所在 

各事業所の管理運営においては、各団体の長が最終的な管理責任をもって業務を遂 

行いたします。個々の業務においては、各事業所に責任者を配置しており、個別業務 

を推進いたします。 

ハーモニープラザ全体としては、以下の実施体制図により管理運営を行うことと 

し、各事業所においては、別記管理運営業務の組織体制のとおりとします。 

管理運営業務の実施体制図 

ハーモニープラザ管理運営共同事業体協議会

協力

社会福祉協議会 文化振興財団 他の団体等

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ

ン

ト

地

域

交

流

各種委員会

委員選出

研

修

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

 

 緊急時の連絡体制 

【通報・連絡班】 【避難誘導班】 【初期対応班】

初期消火活動及び急病
人・事故等への対応

千葉市 発見者

各所属長

各団体事務局
緊急対策本部

（社会福祉協議会）
バックアップ

共同事業体各職員

他の職員・委託業者

関係機関への通報及び
施設内アナウンス

施設内利用者の避難誘
導及び避難確認

警
察
署

消
防
署

水
道
局

電
気
・
ガ
ス
会
社

救
急
病
院
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□本施設の管理運営業務の一部を再委託する場合には、業務の内容及び委託先選定方法な

ど、再委託の考え方を記述してください。 

１ 再委託する業務 

私たちが再委託する事業は、専門的知識が必要となる各種相談業務や指定管理者が 

中核業務として推進する業務とは異なり、再委託することで効率化が見込める設備の 

定期点検や保守、廃棄物処理等、維持管理上の業務です。 

２ 再委託する場合の手法及び方策 

再委託を行う業務については市へ通知するとともに、各団体の規定に基づき、入札等に 

よる競争を実施し、適正な価格での業務委託を行います。また市内事業者を積極的に活用 

していきます。なお、有資格者が必要な場合は、資格証明書の提出を義務づけます。 

□本施設の管理運営業務全般の組織体制を組織図を用いて記述してください。 

（組織図の例。配置する職員数を（）書で記載すること。） 

ハ
ー

モ
ニ
ー

プ
ラ
ザ
管
理
運
営
共
同
事
業
体
協
議
会

文化振興財団

男女共同参画センター （23人）

社会福祉研修センター （5人）

障害者福祉センター

（１人）

（21人）

社会福祉協議会

ハーモニープラザ管理

 

□本施設は、複合施設の形態となっています。従って、千葉市ハーモニープラザ管理運営の

基準のとおりの管理が求められますが、その管理運営の方策について記述してください。 

社会福祉法や男女共同参画社会基本法などの理念に基づき設置されている認識のも

と、それぞれの施設の事業目的を果たすとともに複合施設として一体的に管理し、市民

の安心・安全な利用を確保します。 

１ ハーモニープラザ管理運営共同事業体協議会 

   団体間の有機的連携を図るために組織しています。各団体の責任者が必要に応じて

会合を開き、管理に係る連絡調整、情報共有を行います。 

２ ハーモニープラザ運営に関する委員会組織 

   多様な利用者層からあがる様々なニーズや課題を共有するために、各団体の職員を

メンバーとする各種委員会を設け、サービスの向上に努めます。   

３ 防災体制 

共同防火管理協議会を設置し、消防計画を策定し、防災訓練計画に基づく防災訓練 

を年２回実施します。（千葉市主催の防災訓練にも施設管理者として参加します。） 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第３－２号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（２）管理運営の執行体制 

□組織図に記載した職員すべてについて、職種、雇用形態、勤務日数、担当業務の内容、

年間人件費（千円）を下記の従事者一覧表に記載してください。（社会保険料、福利厚

生費などを含む一切のもの） 

（１人工ではなく、従業員１人につき１行とすること。） 

No. 職種 

（職名） 

雇用 

形態 

勤務日数 

（月平均） 

担当業務の内容 年間人件費 

（千円） 

      

      

 計    ＜＊＞ 

＊年間人件費の合計額は、収支予算書の令和７年度の人件費の額と一致すること。 

   

「別紙１」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。



　　　（提案書様式第３－２号）

施設維持管理等
№ 職種 雇用 勤務日数 担当業務の内容

（職名） 形態 （月平均）

1 事務 常勤 22 施設管理及び各施設間の連絡調整等

計

障害者福祉センター
№ 職種 雇用 勤務日数 担当業務の内容

（職名） 形態 （月平均）

1 所長 常勤 22 センター総括

2 事務 常勤 22 予算管理事務管理

3 指導員 常勤 22 講座・相談

4 理学療法士 常勤 22 理学療法訓練

5 作業療法士 常勤 22 作業療法訓練

6 言語聴覚士 嘱託 14 言語訓練

7 事務員 非常勤 14 受付

8 事務員 非常勤 14 受付

9 事務員 非常勤 21 受付

10 事務員 非常勤 17 受付

11 事務員 非常勤 4 受付

12 看護師 非常勤 12 健康チェック

13 看護師 非常勤 12 健康チェック

14 指導員補助 非常勤 13 講座運営

15 指導員補助 非常勤 13 講座運営

16 監視員 非常勤 12 水浴訓練監視

17・18 医師 嘱託 2 神経内科（2名）

19 医師 嘱託 1 耳鼻科

20 医師 嘱託 1 眼科

21 医師 嘱託 1 整形外科

事務局人件費

計

社会福祉研修センター
№ 職種 雇用 勤務日数 担当業務の内容

（職名） 形態 （月平均）

1 所長 常勤 22 研修事業の総括

2 事務 常勤 22 社会福祉施設職員等研修

3 事務 常勤 22 社会福祉施設職員等研修

4 事務 常勤 22 市民対象研修

5 業務補助 非常勤 16 研修業務補助

計

9,166

3,522

1,350

1,350

（千円）

9,801

8,557

5,560

9,382

別紙１

年間人件費

（千円）

15,189

年間人件費

15,189

977

1,340

1,340

1,101

1,101

10,728

8,913

9,225

1,650

36,070

5,554

1,924

272

816

1,224

612

年間人件費

（千円）

612

61,959

612

1,340



男女共同参画センター
職種 雇用 勤務日数

（職名） 形態 (月平均)

指定管理 自主事業

1 館長 常勤 22 総括 5,376 52

2 副館長 常勤 22 館長業務補佐 10,861 107

3 事務 常勤 22 事業班総括 9,600 92

4 事務 常勤 22 情報相談班総括 10,063

5 事務 常勤 22 事業担当 4,999

6 事務 常勤 22 情報相談担当 4,369

7 事務 常勤 22 情報相談・庶務担当 4,930

8 事務（有期） 常勤 22 情報相談担当 4,728

9 事務（有期） 常勤 22 事業・自主担当 5,079 153

10 事務（有期） 常勤 22 事業・自主担当 4,426 134

11 事務（有期） 常勤 22 司書業務担当 4,728

12 嘱託 非常勤 16 相談業務担当 3,318

13 嘱託 非常勤 16 相談業務担当 3,094

一時保育

(3人）

事務局人件費 11,820

計 102,615 599

21～
23

非常勤 12 一時保育業務 3,252

No. 担当業務の内容

14～
20

非常勤 12 講座等受付・事務補助
事務
（講座・図書等 7人）

年間人件費

（千円）

11,972 61
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提案書様式第３－３号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。

（２）管理運営の執行体制 

□１日における標準的な人員配置について、下記のような一覧表に、配置場所、配置の時間帯ごと

に記述してください

施設維持管理等
配置場所 配置する職名

事務室 8:30 ～ 17:15 事務員

障害者福祉センター
配置場所 配置する職名

8:45 ～ 17:30 所長、事務員

8:45 ～ 15:45
15:00 ～ 21:00

機能訓練室

作業訓練室

言語訓練室

聴力訓練室

会議室

多目的ホール

水浴訓練室 10:00 ～ 16:00 監視員、理学療法士、事務員

社会福祉研修センター

配置場所 配置する職名

8:30 ～ 17:15 事務員(2)

9:00 ～ 17:45 所長、事務員

9:30 ～ 16:30 非常勤職員

男女共同参画センター

配置場所 配置する職名

事務室 8:30 ～ 17:15 館長、副館長、事務員

相談室 9:00 ～ 20:30 嘱託職員

情報資料センター 8:30 ～ 21:15 事務員、司書

8:45 ～ 21:00 事務（非常勤）

ワークルーム 8:45 ～ 16:45 一時保育

時間帯

事務室

時間帯

指導員、指導員補助、事務員

時間帯

時間帯

事務室

8:45 ～ 17:30

事務員（非常勤）

理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士
※訓練のないときは事務室で
その他の業務のフォローを行
います。

9:00 ～ 21:00
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提案書様式第３－４号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（２）管理運営の執行体制 

【共同事業体、有限責任事業組合、事業協同組合等の場合のみ】 

□本施設の管理に係る企業・団体（構成員及び、その他業務委託先等含む）とその役割分

担を記述してください。 

 

１ 基本的な考え方 

    本施設の管理に係る役割分担については、以下のとおりといたしますが、指定管理 

対象外の施設においても、それぞれの施設が有機的に連携し機能を十分に発揮する 

ことが重要と考え、本施設内の各事業所は緊急時等において、常に協力する体制を 

構築していきます。 

 

団 体 名 主要業務及び役割分担 

ハーモニープラザ管理運営共同事

業体協議会（社会福祉協議会、文

化振興財団） 

・ハーモニープラザに関する意思決定に関すること 

・ハーモニープラザ管理運営に関すること 

・各施設間相互利用等有機的な運営に関すること 

【代表】 

千葉市社会福祉協議会 

 

・ハーモニープラザ建物管理（施設維持）等に関す

ること 

・市及び関係機関等の連絡調整に関すること 

・障害者福祉センターの管理運営に関すること 

・社会福祉研修センターの管理運営に関すること 

 

千葉市文化振興財団 

 

 

・男女共同参画センターの管理運営に関すること 

 

 

他の構成団体 

 

・各団体の管理運営に関すること 

・災害時等の協力に関すること 

 

業務委託先 

 

・施設設備の維持管理等各種委託業務に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第４号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（３）必要な専門職員の配置 

□本施設の管理にあたっての、電気・設備、消防、環境衛生、防災等に関する有資格者の

配置について基本的な考え方を記述してください。 

１ 電気・設備 

・電気主任技術者 

第三種電気主任技術者以上を配置し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する 

保安の監督を行わせます。 

電気主任技術者を外部委託する場合においても、同等の資格者を配置することに

より、より確実な保安体制を整え、施設の機能及び運営に支障のないものとしま

す。 

・電気工事士 

第二種電気工事士以上の有資格者を配置し、電気設備の日常点検及び定期点検等

の実施又は監督を行わせ、設備の機能維持に努め、利用者が快適に施設を利用でき

る良質な環境を提供出来るように努めます。 

・冷凍機械責任者 

第三種冷凍機械責任者以上の有資格者を配置し、高圧ガス製造の保安に関する業

務の実施又は監督を行わせ、設備の機能維持に努め、利用者が快適に施設を利用で

きる良質な環境を提供出来るように努めます。 

・ボイラー技士 

二級ボイラー技士以上の有資格者を配置し、熱源設備・圧力装置の日常点検及び

定期点検等の実施又は監督を行わせ、設備の機能維持に努め、利用者が快適に施設

を利用できる良質な環境を提供出来るように努めます。 

・危険物取扱者 

乙種第四類有資格者を配置し、燃料貯蔵施設点検や燃料取扱い作業の実施又は監

督を行わせます。又、定期的な保安講習の受講を義務付けます。 

 

上記の有資格者を配置し、業務を行わせることにより設備の機能維持に努めるとと 

もに、設備異常時や災害発生時においては、早期対応・早期復旧を行うことで、施設 

の機能及び運営を維持出来るよう努めます。 

 

２ 消防設備 

・消防設備士・消防設備点検資格者 

消防設備点検有資格者又は同等の知識を持つ者を配置し、法定及び日常点検等の 

実施又は監督を行わせ、各設備が災害時に確実に機能するよう維持に努めます。 

３ 環境衛生 

・建築物環境衛生管理技術者 

建築物環境衛生管理技術者を選任し、建築物の環境衛生の維持管理に関する監督 

を行わせることにより、建築物における衛生的な環境の確保を図り、施設利用者が 

快適に施設を利用できる良質な環境を提供出来るように努めます。 
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４ 防災等 

・特定建築物調査員 

建物及び敷地等の老朽化や法令違反等の調査を有資格者に行わせ、異常に起因す

る人身・経済的な事故や損失を未然に防ぐとともに、利用者の安全確保に努めま

す。 

・建築設備検査員 

建築設備の機能の確保や法令違反等の検査を有資格者に行わせ、異常に起因する 

人身・経済的な事故や損失を未然に防ぐとともに、利用者の安全確保に努めます。 

  ・防火設備検査員 

    防火設備の機能の確保や法令違反等の検査を有資格者に行わせ、異常に起因する 

人身・経済的な事故や損失を未然に防ぐとともに、利用者の安全確保に努めます。 

・昇降機等検査員 

昇降機の安全確保のための検査を有資格者に行わせ、異常に起因する人身・経済

的な事故や損失を未然に防ぐとともに、利用者の安全確保に努めます。 

 

 

□本施設の管理に必要な資格者の配置計画について、下記のような一覧表により記述して

ください（補足事項がある場合は、表の下部に記載してください。）。 

 

資格 法令 人数 配置方法 

第三種電気主任技術者以上 電気事業法 １名以上 常駐 

第二種電気工事士以上 電気工事士法 ２名以上 常駐 

三種冷凍機械責任者以上 高圧ガス保安法 ２名以上 常駐 

二級ボイラー技士以上 労働安全衛生法 ２名以上 常駐 

乙種第四類危険物取扱者 消防法 ２名以上 常駐 

消防設備士・消防設備点検資格者 消防法 １名以上 常駐 

建築物環境衛生管理技術者 建築物衛生法 １名以上 常駐 

特定建築物調査員 建築基準法 １名以上 常駐 

建築設備検査員 建築基準法 １名以上 常駐 

防火設備検査員 建築基準法 １名以上 常駐 

昇降機等検査員 建築基準法 １名以上 非常駐 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第５号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（４）業務移行体制の整備 

□ 令和７年４月１日から本施設の管理運営業務を実施するための準備段階として、応募

者において実施する組織体制の整備、職員研修計画、現在の指定管理者との業務引継計

画等について、記述してください。 

 

私たち「ハーモニープラザ管理運営共同事業体」は、現指定管理者ですので、基本的

に準備は必要ありません。 

ただし、管理運営等の各種マニュアル等は随時見直しを行い、職員研修については、 

ハーモニープラザ施設利用者の満足度向上を目指す「コミュニケーション・マナー向 

上」研修や「クレーム対応」研修などハーモニープラザの管理運営に必要な内容を盛り 

込む等、工夫しながら実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第６号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（５）従業員の管理能力向上策 

□本施設の管理運営業務に従事する職員の業務水準を維持、向上させる方策を具体的に

記述してください。 

１ 基本的な考え方 

   市の施策を適正に理解し、社会情勢や現状・課題の認識を深め、経営感覚や問題

解決能力を身に付け、常にサービス向上に努めます。 

   また、各個別施設において、団体内部の研修のみならず、外部研修にも積極的に

参加し、最新の専門知識の習得を図り、業務水準の向上に努めます。 

 

２ 具体的な対応 

【ハーモニープラザ全体】 

研修委員会でハーモニープラザ研修計画を作成し実施します。 

・新任研修、管理運営研修、普通救命講習、職員交流研修等 

 

 【障害者福祉センター】 

年々変化する障害者をとりまく環境や課題を理解するとともに障害者の多様化す

るニーズに対して適切に対応できるように専門性の高い職員育成に努め、職員の意

識改革及び当センターの将来を担う職員の育成を目標に研修計画に沿って各種研修

を実施します。 

・職場内研修（新任研修、障害者基礎研修、福祉サービス研修、個人情報保護研修等） 

・外部研修（理学療法士協会全国研修会、作業療法士学会等） 

・法人内研修（法人の職員育成計画に基づき資質向上及び職員育成のため実施します） 

 

【社会福祉研修センター】 

職員の業務水準の維持、資質の向上のため、研修等に参加し、企画・運営管理能

力の習得を図っています。 

 ・外部研修（社会福祉研修実施機関代表者連絡会議、 

福祉職員キャリアパス対応型生涯研修課程等） 

 

【男女共同参画センター】 

男女共同参画事業を進めていく上で、専門的知識が必要不可欠となるため、下記

の研修に積極的に参加し、知識の習得を図っています。 

・職場内研修（個人情報保護研修、接遇研修等） 

・外部研修（男女共同参画推進のための研修、ＤＶ関連研修、相談担当者研修等） 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第７号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（６）施設の保守管理の考え方 

□本施設の建築物（施設）の保守管理に関する点検方法、予防保全策、修繕の考え方等を

記述してください。 

１ 建築物の保守管理に関する基本的な考え方 

私たちは、各種法令や「管理運営の基準」に定められた業務内容を満たし、市民が  

  快適で、安心して利用できる施設環境を維持します。 

また、ハーモニープラザは、旧ハートビル法（現バリアフリー新法）に基づき建て

られた施設であることから、特に福祉に関係する設備を安全で最適な状態で使用でき

るように、バリアフリー新法を理解している者が点検を行います。さらに、予防保全

を基本とした保守管理を行うことで、さらなる施設の安全確保と長寿命化を図りま

す。 

２ 点検方法 

（１）職員・委託業者による日常点検及び定期点検を見回りにより実施します。 

対象物 点検内容・項目 

屋根・外壁 ①仕上げ材や塗装の浮き、破損とドレンの詰まり、漏水の確認 

天井・内壁・床 ①塗装の剥がれ、ひび割れ、腐食、傷等 

②漏水の確認 

建具（内・外部） ①がたつき緩み・可動部の動作確認 

②水密性、気密性、遮断性の確認 

③開閉及び施錠装置の確認 

④ひび割れ破損、変形、錆び付き、腐食、結露の確認 

階段・廊下 ①通行の支障、危険の有無等の確認 

②仕上げ材、手摺り等の破損、変形、緩み等の確認 

※点検時に発見した危険箇所等は、迅速に応急処置及び安全対策を講じます。 

  （２）建築基準法を遵守し、同法第１２条の規定による定期検査を有資格者が実施し、 

市に報告します。 

３ 予防保全策 

建築物、設備機器、外構の品質、性能保持のため、中・長期的修繕計画を策定し、 

ＰＤＣＡサイクルを実践して予防保全に努めます。また、施設規模が大きいため、 

私たち指定管理者では知識や金銭面での対応が難しいものについては、千葉市への 

報告・協議を綿密に実施します。 

４ 修繕の考え方 

   目視による確認で建築物の状態を常時把握します。目視では確認できない、また 

専門知識が必要な診断については、委託業者に依頼し迅速に修繕を実施します。 

なお、天災等不可抗力による損害については、市に報告書を提出し、必要な措置に 

ついて速やかに協議します。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第８号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（７）設備及び備品の管理、清掃、警備等 

□設備の管理方法（責任者、監視方法、点検方法等）、備品の管理方法等について記述し

てください。 

１ 設備の管理方法に関する基本的な考え方 

設備保守に関する業務は、特に専門的な技術と高い保守品質を必要とするため、外 

部への業務委託を行います。 

関係法令に基づいた法定点検はもちろんのこと、各設備が正常に動作し、施設の性

能が損なわれることがないよう、定期点検計画や不定期な劣化等への対応を行うな

ど、適切な管理体制および管理計画に基づいて設備の維持・管理を行います。 

２ 点検の実施計画 

施設維持管理等の基本方針に基づき主な設備において法定点検等を計画しています。 

項 目 回 数 内    容 

エレベータ保守点検 年12回 機能点検、給油・調整及び部品交換 

吸収冷温水器保守点検 年６回 暖房シーズン点検等、冷却水系電熱管ブラシ洗浄 

消防設備保守点検 年２回 消防設備機器の機能点検 

直流電源装置保守点検 年２回 蓄電池等の外観、機能点検 

電気設備保守点検 年６回 受電設備、非常用発電機等の外観、機能点検 

舞台設備・照明保守点検 各年１回 多目的ホール等の舞台・照明設備機器の機能点検 

移動観覧席保守点検 年１回 多目的ホール等の移動観覧席の機能点検 

電話設備保守点検 年４回 電話交換機、回線等の機能点検 

自動ドア保守点検 年１回 自動ドアの機能点検 

その他建物設備保守点検 随 時 
館内放送、空調、中央監視装置、給排水衛生、自

家用電気工作物、建物等、各設備の機能点検 

３ 備品台帳による管理・記録の徹底と定期点検の実施 

品名・メーカー・金額・数量・購入年月日・耐用年数・配置場所を記録した管理台

帳を作成し、市民の共有財産であるとの認識のもと、備品の管理・記録を徹底しま

す。また、機能が長期にわたって維持できるよう、随時破損状況の確認作業を行い、 

修理・補修を行います。 

□施設の清掃管理について、内容と方法（頻度等）、清掃状況の確認方法等を記述してく

ださい。 

１ 施設の清掃管理に関する基本的な考え方 

施設や敷地の美観・衛生環境を良好に保ち、利用される方が安全かつ快適な環境を 

享受できるよう清掃実施要領を作成し計画的に清掃業務を実施します。 

２ 内容と方法 

（１）日常清掃 

日常的に利用される区域の床清掃（掃き、吸塵及び水拭き等）、トイレ清掃、 

ゴミ等処理、衛生消耗品の補充等を毎日（休館日等除く）実施します。 
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また、施設職員においても、各事務所内を常に清潔に保つよう清掃を行います。 

（２）定期清掃（１ヶ月毎又は３ヶ月毎） 

 床面洗浄清掃、床面ワックス塗布、照明器具等の簡易清掃を実施します。 

（３）特別清掃（６ヶ月毎又は年１回） 

ガラス清掃（年６回実施）、ブラインド、照明器具の本清掃等を実施します。 

（４）水浴訓練室（プール）清掃 

日常清掃（週２回）水溜まりの除去、排水溝内の清掃、床面の汚れの除去等を

実施します。また、定期清掃（年１回）としてプール内の水を抜き、ポリッシャ

ー及び手作業により各面の洗浄等を実施します。 

３ 確認方法 

  （１）清掃業務報告書及び清掃実施要領に基づき作業箇所の確認をします。 

（２）作業責任者に履行結果について作業報告書を提出させます。 

（３）目視確認を行い、不備不履行があれば再度作業を実施、管理を徹底します。 

□警備業務の考え方、内容等について記述してください。 

１ 警備業務に関する基本的な考え方 

私たちは、施設における市民の共有財産を保全し、利用者の安全を守り、公共サー 

ビスの提供に支障を及ぼさないよう、警備業法等を遵守した警備業務を実施します。 

２ 警備内容 

 

３ 他の取組 

日頃から利用者への声かけを行い、利用者に対し不審物への接触を避けるようアナ

ウンスします。また火災や不法侵入、不審物、急病人等を発見した場合は、警察等へ

の通報と市への連絡を迅速かつ適切に行います。 

千葉中央警察署に巡回カードを提出し、適時警察官による巡回を依頼しています。 

また、千葉中央警察署協力のもと、「移動交番」を定期的に設置しています。 

 

 

区 分 取 組 内 容 

常駐警備 

①警備付帯設備機器の操作及び総合監視盤による監視業務を24時間有

人で実施し、事故の未然防止に努めます。 

②昼間・夜間に建物及び敷地内を定期的に巡回し、必要に応じ巡回 

の回数を増やし、施設の安全確保に努めます。 

③休館日に出入りする者の名簿を作成し、管理します。 

④鍵の管理を徹底し、出入口の施錠・解錠の確認を実施します。 

⑤駐車場内の整理及び誘導、駐車場内での盗難等の事故防止に努め 

ます。 

⑥警備はもとより、利用者に対し施設の案内を行います。 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第９号 

 

３ 施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。 

（１）関係法令等の遵守 

□本施設の管理にあたり、個人情報の保護の取扱いに関する考え方及び具体的な取組みを

記述してください。 

１ 個人情報保護の取扱いに関する考え方 

住所、氏名、年齢、性別、電話番号などのさまざまな個人情報を取り扱うことが

あるため、私たちは、個人情報保護を重要な責務と位置づけています。 

そこで、私たちは、個人情報の保護に関する法律に沿って、｢個人情報に関する基

本方針｣を制定しており、ホームページや各施設内で掲示するなど、これらの遵守に

取り組んでいます。また、マイナンバー法施行に伴い、特定個人情報の取り扱いに

関する規程を制定するなど、より厳格な保護措置を定めています。 

２ 個人情報保護に関する基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 個人情報保護に関する体制 

個人情報の取扱者を必要最小限の関係職員にとどめ、団体ごとに個人情報管理責

任者を配置するとともに、個人情報に関する苦情・相談窓口を設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を

慎重に取り扱います。 

② 個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。 

③ 個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用しま

す。 

④ あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得

ることなく外部に提供しません。 

⑤ 個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じま

す。 

⑥ 本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確

認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。 

⑦ 個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。 

⑧ 個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓

発に努めます。 

⑨ この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを役職員に周知徹底し、確実に実施します。 

① 利用者の個人情報は、施錠できる書庫や金庫に格納し、カギの管理を徹底します。 

②  「個人情報保護に関する基本方針」を館内に掲示し利用者に周知しています。 

③ パソコン等には、ＩＤ、パスワードを設定し、インターネットに接続するパソコンは、ウイルス対策等を講じる

ことによって、不正アクセスや情報漏洩を防止します。 

④ 個人情報の持出しを原則として禁止します。やむを得ず持出しする場合は、個人情報管理責任者の許

可を受け、持ち出す情報の内容・保護方法等の厳しいチェックを行います。 

⑤ 職員に個人情報保護に関する研修を実施し、実習生など個人情報に触れる機会のある全スタッフに対

して「誓約書」の提出を義務づけています。 

⑥ 委託業者との契約締結に伴う契約書に「個人情報取扱特記事項」を記載することにより、委託業者に対

しても、適正な個人情報の取扱いを求めます。 
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□本施設の管理にあたり、市民に対する情報提供及び情報公開の取扱いに関する考え方及

び具体的な取組みを記述してください。 

１ 市民に対する情報提供及び情報公開への考え方 

あらゆる市民が平等に利用することができるよう、ハーモニープラザに関する情報

を多様な媒体を用いて積極的に広く周知します。また、千葉市情報公開条例及び各

団体の情報公開規程に従い、可能な限り情報開示に取り組みます。さらに、事業概

要・事業報告書については、館内閲覧及びホームページにて公開します。 

２ 情報公開の取り扱いに関する具体的な取組方針 

 

 

□本施設の管理にあたり要求される、行政手続の明確化や透明化の取扱いに関する考え方

及び具体的な取組みを記述してください。 

１ 行政手続きの明確化 

「行政手続法」「千葉市行政手続条例」「千葉市聴聞及び弁明の機会の付与に関す

る規則」を遵守し、行政手続きの明確化を図ります。施設の使用承認等にあたって

は、千葉市ハーモニープラザの設置管理条例等を遵守し、利用者の理解が十分得られ

るよう市の代行者として公平・平等な施設の使用許可を実施します。 

２ 行政手続きを透明化 

施設利用の公平性・透明性を確保するため、施設の情報を幅広く発信するととも

に利用者を始めとする市民のご意見・ご要望に速やかにお応えする体制を整えま

す。 

使用許可の過程等を市民に明らかにするなど、情報公開の考え方に基づき行政手続

きの透明化を図ります。 

□本施設の管理にあたり、適正な労働条件の確保に関する考え方及び具体的な取組みを記

述してください。 

１ 適正な労働条件の確保に関する考え方 

すべての市民が男女の別なく個人として尊重されるとした「千葉市男女共同参画ハーモニ

ー条例」の趣旨に則り、職場と仕事、ワークライフバランスの向上に向け、職員体制や職場環

境の整備に努めます 

２ 具体的な取組み 

（１）  特定の性別に偏らない雇用及び配置 

利用者の人格や尊厳を第一に考え、身体介護の有無など、事業内容により職員の男

女比に配慮した職員雇用及び配置を行うとともに、女性職員の積極的な育成を行いま

す。 

① 情報開示を求める方の意思を尊重しつつ、個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮

をします。 

② 誰でも情報開示の申し出ができることとしています。 

③ 法令等や個人情報保護に抵触するなどの「不開示情報」を除き、原則的に開示します。 

④ 第三者の情報（共同事業体以外の情報）が記録されている場合は、当事者に事前に意見を求め、必要

に応じて部分開示などの措置をとります。 

⑤ 開示、部分開示、不開示等の決定に対する異議申し立て制度を事業所ごとに導入しています。 
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（２） 女性活躍及び次世代育成対策支援に向けた取り組み 

一般事業主行動計画に基づき、仕事と家庭の両立を図ることができる職場環境整備

を目途とした柔軟な勤務体制（勤務時間体制の複数化）の導入のほか、男女ともに育児

休暇を取得しやすい職場環境整備に努めています。また、産前・産後休暇を１００％有

給とするとともに、法定の産前休暇が６週間であるのに対し、８週間取得可能とするな

ど、母性保護にも努めています。 

 

（３） 各種ハラスメント防止への取り組み 

セクシュアル・ハラスメント防止に加え、各種ハラスメント防止に向けた関連規程を整

備するとともに、基本方針の周知や相談窓口の設置等、制度の実施に取り組みます。 

 

（４） 労働関係法令等に関すること 

労働基準法などの法令に則り就業規則を定めており、また法定以上の休暇制度を導

入し、働きやすい環境づくりに努めています。 

         労働関係法を遵守し、労働基準法（３６協定）に基づく適正な労務管理を行います。

なお、職員が勤務中及び通勤途上で事故等により負傷した場合は、速やかに労働 

災害として対応するとともに、事故の原因を調査し、再発防止に努めます。 

 

 

 

□本施設の管理にあたり、選定要項・管理運営の基準に示されている各種法令の取扱いに

関する考え方及び具体的な取組みを記述してください。 

私たちは、市の委任を受けて公の施設の管理運営を行うものであることを強く認識 

し、施設の管理にあたり、建築基準法においては１２条の規定により検査を実施し報 

告、消防法においては各種届出の実施等、その他さまざまな各種関係法令を遵守し施 

設の管理運営を適切に行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判３枚以内で具体的に記述してください。
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提案書様式第１０号 

 

３ 施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。 

（２）リスク管理及び緊急時の対応 

□火災、盗難、災害等の事故・事件の防止（防災）対策について記述してください。 

私たちは、利用者の安全・安心を確保し、事故や災害を未然に防ぐ予防策に努めると

ともに、緊急事態が発生した場合でも、迅速に対応できる体制を構築しています。 

また、リスクマネジメント委員会において、事故及びヒヤリ・ハット事例等の情報共

有を図り、事故予防及び再発防止に向けたリスク管理を実施します。 

１ リスクの洗い出し・評価とリスクマネジメント策の整備 

【指定管理者が負担すべき主なリスクマネジメント策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起こりうる主なリスク リスクへの主たる対応方法 

廊下の水ぬれによる転倒など、管

理の不備による事故  

・施設巡回の励行と巡回時のチェックリストによる 

徹底確認    

・賠償保険の加入 

利用者自身に起因する転倒などの

施設内での事故及び急病人の発生 

・担架などの設置やＡＥＤの点検・操作訓練 

・緊急対応マニュアルの整備と訓練の徹底 

・多くの市民が利用し、利用者自身に起因する事故 

等のリスクも高いため、職員の創意工夫によっ 

て、リスク回避策を検討 

火災の発生 ・緊急対応マニュアルの整備と訓練の徹底 

窃盗・不法侵入その他犯罪の発生 ・施設巡回の励行 

地震・台風その他天災 ・緊急対応マニュアルの整備と訓練の徹底 

運営費の増大や需要の急減 ・月次の経費管理の徹底 

周辺住民への損害や管理の瑕疵に

よる第三者への損害 

・苦情受付窓口の設置と寄せられたクレームへの 

迅速な対応    
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□火災、盗難、災害等の事故・事件発生時、需要変動、第三者への賠償が必要となった場

合の対応方法について記述してください。 

１ 賠償責任に備えるための対応 

（１）施設賠償責任保険等の賠償保険への加入 

施設の管理者として、施設で行われる業務に起因して事故等が起こり、被害が発生

した場合には、速やかに市に報告するとともに、その賠償責任が果たせるように市で

加入する「全国市長会市民総合賠償補償保険」とは別に、以下の賠償責任保険に加入

します。 

 

施設管理にかかる施設賠償責任（施設の構造・管理不備等に起因する事故に対応） 

   【対人賠償】  支払限度額（１名） 5,000 万円 

【対物賠償】  支払限度額（１事故）３億円 

【初期対応費用】支払限度額（１事故）1,000 万円 

 

 

 

（２）周辺住民などの第三者への対応 

損害が発生しないよう管理に十分な配慮をするとともに、運営上、万が一周辺住民

等に騒音や振動、臭気等の損害が発生した場合には、指定管理者である私たちが誠意

をもって対応し、ただちにその改善策を検討の上、実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 



21 

提案書様式第１１号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（１）開館時間及び休館日の考え方 

□開館時間及び休館日の取扱いについて具体的に記述してください。 

千葉市ハーモニープラザ設置管理条例及び指定管理予定候補者選定要項を遵守し、

以下のとおり取り扱います。 

 

１ 開館時間 

  以下のとおりとします。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更しま 

す。 

施 設 名 開  館  時  間 

障害者福祉センター 
午前９時から午後９時まで。日曜日にあっては午前９

時から午後５時１５分まで。 

社会福祉研修センター 午前９時から午後５時１５分まで。 

男女共同参画センター 
午前９時から午後９時まで。日曜日にあっては午前９

時から午後５時１５分まで。 

 

 ２ 休館日 

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び年末年

始（１２月２９日から翌年の１月３日までの日）のほか、次の表の左欄に掲げる施設

の区分に応じ、同表右欄に定める日とします。また、市長が特に必要があると認める

ときはこれを変更し、又は臨時に休館します。 

施 設 名 休  館  日 

障害者福祉センター 
月曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定する

休日に当たるときは、その日の翌日。） 

社会福祉研修センター 日曜日及び土曜日 

男女共同参画センター 月曜日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 



22 

提案書様式第１２号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（２）施設利用者への支援計画 

□サービスの向上策など、予定している施設利用者への支援方策について、本施設の設置

目的やビジョン・ミッション等を踏まえ、具体的に記述してください。 

【障害者福祉センター】 

障害者福祉センターでは、障害のある方が仲間や家族と一緒に、住み慣れた地域で

自分の望む豊かな生活を送れるよう支援していくことを理念とし、障害者福祉センタ

ー管理運営基準の事業実施の規定に基づき、以下の基本方針に沿って利用者の方を支

援していきます。 

１ 利用者一人一人の意思を尊重し、障害等の状況を配慮して、利用者主体のサービス

を提供します。 

２ 職員の資質向上、専門職の専門性向上に努めるとともに、関連福祉施設と長年培わ

れた信頼関係により、連携を図り、質の高いサービスを提供します。 

３ 障害者の方が地域で楽しく生活していくため、健常者や地域の方々との交流を図

り、仲間を増やすとともに、社会参加の促進を図ります。 

４ 公共施設として全ての利用者に対して、サービスの平等性、公平性、公正性を確保

します。 

５ 利用者の安全を最優先した事業運営、施設管理を行います。 

 

【社会福祉研修センター】 

受講者（社会福祉施設職員・事業所、社会福祉法人役員、行政職員、市民）に次の

支援策を実施します。 

１ 図書コーナーを設け、社会福祉関係の図書閲覧と各種講座等をご案内するパンフレ

ットやちらし等の配布を通じ、情報を提供します。 

２ 研修やセミナーを受講する聴覚障害者には、要望に応じて手話通訳の配置を行いま

す。 

３ 福祉施設・事業所の内部研修等に関する相談に適宜応じます。 

 

【男女共同参画センター】 

男女共同参画推進の拠点施設として、センターの各事業を通し、個人や団体の男女共 

同参画社会実現のための活動を支援します。 

 

１ 講座等の事業開催に際し、関連する講座やイベントのチラシ等を配布し、次回以降

の参加を促します。さらに、男女共同参画社会実現のための人材育成に資する事業等

の連携を図ります。 

２ 一時保育を講座開催時や情報資料センター利用時、相談室利用者に対して実施し、

子育て中の方でも安心して参加・利用いただけるよう支援します。 

３ 情報展示コーナーを活用し、年間を通じて企画展示を実施し、男女共同参画に関す

る施策の周知などを実施します。 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１３号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（３）施設の利用促進の方策 

□本施設の利用促進のための具体的方策について、本施設の設置管理条例で規定された設

置目的やビジョン・ミッション等を踏まえて、具体的に記述してください。 

【障害者福祉センター】 

  当施設の利用促進については、センターの実施事業について市政だよりや公的機関等

を活用した広報により、多くの市民に周知するほか、当施設が障害者の社会参加を促進

し、社会福祉の増進を図る施設であることを踏まえ、以下の方策により利用促進を図り

ます。 

１ 利用者を主体とした各種相談事業、日常生活訓練等を実施  

２ 障害者のニーズに合わせたスポーツ・レクリエーション事業を実施 

３ 障害状況や受講者に応じた創作的活動事業を実施 

４ 積極的な社会参加、生きがい活動支援のため施設貸出事業を実施 

５ 住環境整備に関する啓発による住宅改造相談事業を実施 

６ 利用者との信頼関係構築のため接遇意識の向上 

７ 若年層、勤労者層の取り込みのため事業を拡充 

 

【社会福祉研修センター】 

社会福祉従事者及び市民の方々の社会福祉研修センター利用促進のため、法律・制

度改正に即応した研修を実施します。また、主に福祉系大学等との調査・共同研究を

通じて、最新の介護・福祉事情を把握するとともに、これを反映させた研修の実施や

市内福祉施設・事業所への情報提供を行います。 

さらに、自施設等での研修実施に関する相談に対応し、必要に応じ講師斡旋・紹介

を行うことで、福祉事業に従事する専門職を支援します。 

１ 社会福祉に関する研修の企画及び実施 

２ 社会福祉研修に関する調査研究・情報発信 

３ 社会福祉に関する研修の相談 
 

【男女共同参画センター】 

１ 調査研究事業:社会の変化・市民ニーズを的確に捉え、市の施策に反映させるた

め、男女共同参画社会の形成に関する各種調査及び研究を実施します。 

２ 資料の収集・情報提供事業：男女共同参画に関する国や全国の自治体の情報、専門

資料を中心に情報を収集し、市民に提供します。 

３ 相談事業：さまざまな悩み・問題等に対して相談員による相談を実施します。 

４ 研修・学習事業：拠点施設として、しごと応援や再就職支援、政治参画、エンパワ

メントなど多様化する男女共同参画に関する諸課題の解決に向けた質の高い魅力ある

講座を企画・開催していきます。 

また、半数以上を他の公共施設・民間施設等で実施し、足を運んだことのない人へ

参画センターの役割を周知します。 

５ 交流・啓発事業：ジェンダー平等や男女共同参画社会の実現をめざして、市民のつ

ながりを広めていくため、フレンドシップへの登録事業（団体・個人）を実施し、市

民相互の交流を促進し、自主的・創造的な活動を支援していきます。 

６ 情報発信：市政だよりやセンター通信「さんかく」、ホームページ、X（旧ツイッ

ター）、県・フレンドシップ向けメルマガ、報道機関向けプレスリリースを通じて主

催する事業や講座等を幅広く周知していきます。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１４号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（４）利用者の意見聴取、自己モニタリングの考え方 

□利用者アンケートの実施方法及びサービス水準に対する利用者の評価の収集方法（利用

者が参加する運営会議の開催等）並びにそれらの評価を踏まえた対応方策について記述

してください。 

【施設維持管理等業務】 

１ さまざまな意見聴取による利用者ニーズの把握 

（１）施設利用者の意見を把握する「アンケートボックス」の設置 

（２）ハーモニープラザイベント開催時の利用者アンケート（年１回以上） 

毎年開催するイベントにおいてハーモニープラザ全体の満足度アンケートを実施 

２ 聴取した意見の活用方法 

聴取した意見は、モニタリング委員会において、ハーモニープラザ全体で情報共

有を図り、分析し、サービス提供へ反映させるように努めます。 

【障害者福祉センター】 

利用者へのアンケート調査の実施 

１ 各種アンケート 

講座、社会適応訓練、レクリエーション等の参加者にアンケートを実施し、参加者からの意

見聴取を行い、次回の事業の参考とします。 

２ 利用者アンケート 

窓口にアンケートボックスを設置し、利用者の意見・要望を日常的に伺う体制を整備しま

す。それ以外にも雑談や電話での問い合わせでの要望・意見を職員が聞き取り記録し、毎

月、要望・意見に対する検討を行うことで事業の改善を図ります 

３ 利用者満足度アンケート 

期間中に当センターを利用いただいた全ての方にアンケートを実施し、利用者による障害

者福祉センターの事業内容の管理に対する評価を行ってもらいます。アンケートの結果は今

後の施設運営の参考とするとともに、館内掲示して、全ての利用者に周知します。年１回 １１

月に実施 

【社会福祉研修センター】 

   受講者を対象に、研修実施の状況についてのアンケート調査を実施し、受講者の意

見や要望を把握し、施設の管理運営に反映させています。 

【男女共同参画センター】 

１ 様々な意見聴取による利用者ニーズの把握 

（１） 講座やイベント等の開催時に、参加者へのアンケートを実施します。事業内 

容等について、意見を収集します。 

（２） フレンドシップ登録者を対象とした交流会を実施します。交流会の中で、適 

宜、センターの事業内容等に対する意見を収集します。 

２ 聴取した意見の活用方法 

収集した意見を参画センター職員間で情報共有し、実施する事業等に反映させるよ 

う努めます。 
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□利用者の苦情等があった場合の対処方法について記述してください。 

私たちは、苦情等の円滑・円満な解決を目指すとともに、根本原因に対する再発防止 

に努め、苦情やクレームが起きない管理運営に取り組んでいます。 

 

１ 苦情やクレームを未然に防止する方策 

（１）気づきから苦情やクレームを防ぐ「ヒヤリハット体制」を継続します 

日常業務における気づいたことを業務連絡時や会議等の場で職員全員での共有を図 

り、苦情やクレームの芽を摘む「ヒヤリハット体制」を継続していきます。 

（２）「リスクマネジメント委員会」によるリスクの洗い出しと事前対策を検討します 

「リスクマネジメント委員会」で管理運営上のリスクを洗い出し、事前に対策を検

討、実施することで苦情やクレームの未然防止を図ります。 

（３）過去の苦情の根本原因を解決する再発防止策を徹底します 

発生してしまった苦情やクレームに対しては、管理運営の貴重な改善機会と捉

え、類似した事例が発生しないよう再発防止策を徹底いたします。また、他施設で

の事例も同様に捉え、ハーモニープラザ一体となって苦情の再発防止に取り組んで

いきます。 

２ 苦情等の解決に向けた具体方策 

（１）苦情の申し出方法や体制に関する情報を利用者に周知しています 

苦情の申し出方法や体制を施設内に掲示し、利用者への周知に努めています。ま 

た、疑問や要望等についても申し出られるように積極的に利用者に声かけを行い、

申し出やすい環境づくりに努めています。 

（２）「苦情受付担当者」を配置し、利用者が相談しやすい組織体制を構築しています 

利用者の身近な担当として、苦情受付担当者を配置しています。マニュアルや研

修により、利用者の立場になって相談に乗ることができる人員を配置し、利用者と

の信頼関係を築けるように誠実な対応を心がけています。また、館内の福祉施設に

おいては第三者委員を配置し、客観的な対応を図っています。 

（３）施設によりバラツキのない対応の平準化を図っています 

苦情受付担当者が把握した苦情等は、一施設の問題としてだけではなく、ハーモ

ニープラザ全体として共有しています。その内容や解決方法、対策などについて、

各施設の責任者が集まる会議で共有するとともに、他の施設でも同様のことが発生

しないように対応の平準化を図っています。 

（４）対応困難な苦情等については、速やかに市へ報告・相談し対応します 

指定管理者では対応困難な要望及び苦情等や指定管理業務の範囲以外の要望及び

苦情等については、速やかに市へ報告・相談をし、対応可能な案件については市の

指示を仰いだうえで対応していきます。 

 

 

 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１５号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（５）施設の事業の効果的な実施 

□本施設の各事業に関し、本施設の設置目的、ビジョン・ミッション、指定管理者に求め

られる役割等を踏まえ、次の点を記述してください。 

①事業実施の基本的な考え方 

②具体的な事業内容（各年度の事業計画） 

 

【障害者福祉センター】 

① 事業実施の基本的な考え方 

障害者が自立した生活を送れるよう生活安定のための各種相談、日常生活訓練、社会

参加の促進等、事業を通じて障害者の主体性、自立性の確立への支援をします。また、

障害者福祉の推進のため、地域社会においての活動を行っている障害者団体などの連

携、協力を図るとともに、その活動を支援します。 

 その前提条件として、公共施設の管理者として高い責任意識・規範意識を持ち、すべ

ての利用者に対してサービスの平等性、公平性、公正性を確保するとともに、利用者の

安全を最優先した事業運営、施設管理を行います。 

 

②具体的な事業内容（各年度の事業計画） 

各種相談事業 
障害がある方に必要な各種の相談（生活・訓練・健康）を

実施し、専門的見地から適切な助言・指導を行います。 

日常生活訓練事業 
身体障害者の社会活動への参加と自立の促進を図るため、

理学療法・作業療法・言語訓練等を行います。 

社会適応訓練事業 
社会活動への参加や適応の援助を目的に相談・訓練、勉強

会等を行います。 

スポーツ・レクリエーション事業 
体力増強・生きがい形成等を目的とした各種講座や会を開

催します。 

創作的活動事業 文化教養を高めるための各種講座を開催します。 

施設貸出事業 
障害者の積極的な社会参加の増進のために、多目的ホール

等の無料貸出を行います。 

障害者等住宅改造相談事業 
障害者や高齢者の住環境改善を考える方に対して、相談、

情報提供を行います。 

福祉機器関連事業 
障害者、介護者等に対して、福祉機器に関する情報提供を

行います。 

水浴訓練室利用事業 
障害者の体力維持に資するため、障害者手帳所持者やその

団体の利用に供します。 

その他 車いす貸出事業及び福祉用具貸出事業を行います。 
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【社会福祉研修センター】 

① 事業実施の基本的な考え方 

多様化・高度化する福祉ニーズに対応した「現場で活躍できる」人材の育成を図るた

め、各種研修事業を行い、受講生が福祉サービス利用者に充実したサービスを提供する

ことを通じて、地域の福祉向上まで視野に入れた研修展開を目指します。 

 

② 具体的な事業内容（各年度の事業計画） 

研修センターの目的は『行政職・福祉従事者・市民が知識、技術、意識を涵養する機

会を提供することで、行政職・福祉事業者・福祉従事者のみならず福祉サービス利用者

も含めた利益に繋げていくこと』。それを実現するための目標として『参加した個々

が、自身の現状と課題を認識して知識・意識・技術の習得に対して動機づける機会を提

供すること』。目標達成の手法が『成人教育の考え方をベースに置いて企画運営してい

ること』、『担当者の研鑽の機会を担保すること』と考えます。 

 

 

【男女共同参画センター】 

① 事業実施の基本的な考え方 

千葉市の男女共同参画施策を推進するための拠点施設として、「第５次千葉市男女共

同参画ハーモニープラン」に基づき各種事業を展開し、市民及び事業者の男女共同参画

社会の形成に関する取り組みを支援します。 

また、男女共同参画に関する情報発信の強化と、研修・学習事業で計画する講座の半

数以上を市内各区の公共施設等で行うなど、アウトリーチ事業を拡充して行きます。 

保育者（有資格者）を配置し、講座の受講者や情報資料センター・相談室利用者が安

心してご利用出来る体制を整えます。  

 

② 具体的な事業内容（各年度の事業計画） 

【調査研究事業】 

調査結果を市の施策へ反映出来るよう、テーマは年度事業計画策定時に市と協

議し、調査内容等についても事前に市と精査して進め、参画センターでの事業に

も活用します。 

報告書は、市内図書館等に配架し、ホームページで公表するほか、様々な場に

おいて概要をパネルで展示するなど積極的に市民に発信します。 

【情報収集・提供事業】 

全国の同様施設間ネットワークを活用し各地の情報収集を行い、また、国の最

新情報を常に提供できる体制を整えています。 

研修・学習事業等と連携し、関連書籍の貸出や展示を行い、新しい利用者を獲

得します。また、情報展示コーナーを活用し、企画展示を実施します。 

【相談事業】 

様々な悩みや問題等に対し、市民の自立を支援する相談事業を実施します。 

担当職員は積極的に外部の専門研修に参加するほか、関係機関と連携した相談体 

制を整え、必要な社会資源等の情報提供を行うなど、的確な支援が出来るよう努め 

ます。 
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【研修・学習事業】 

男女共同参画に関する幅広い方を対象とした講座内容を企画・実施します。 

講座テーマは「就職応援」「起業入門」などの女性の活躍を推進する講座をはじ 

め、「政治参画」「防災」「ＤＶ」「ハラスメント」「ワークライフバラン

ス」「ＬＧＢＴ」「ジェンダー平等」など、多様なニーズに応えられるような企

画・構成とします。 

従来から実施しているアサーティブなど、コミュニケーションスキルを身に付

け、問題解決能力を高める講座も実施します。 

【交流・啓発事業】 

市民とのつながりを広めていくため、フレンドシップ事業（団体・個人）を実施 

し、市民相互の交流を促進し、自主的・創造的な活動を支援していきます。 

また、市の男女共同参画週間（12月）には、団体活動の実践発表や交流会などの 

取組を実施します。 

さらに、ホームページの作成や情報誌「みらい」、センター通信「さんかく」を 

発行し、男女共同参画センターの活動について、市民に広く周知・啓発していきま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判３枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１６号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（６）成果指標の数値目標達成の考え方 

□募集要項で定める成果指標について、指定管理者として設定する目標を記述してください。 

また、市が設定した成果指標に加え、その他の指標を設定する場合は、その指標と目標

を記述してください。 

【施設維持管理等業務】 

成果指標 設定する目標 【参考】市が設定した目標 

① 施設に関するアンケートで 

「とても良い」、「良い」と答 

えた人の割合 

８割以上 ① ８割以上 

【障害者福祉センター】 

成果指標 設定する目標 【参考】市が設定した目標 

① 講座等の主催事業の水準の 

向上 

講座参加者数の増加（前

総合評価期間の平均値

比） 

① 講座参加者数の増加

（前総合評価期間の

平均値比） 

② 利用者満足度の向上 利用者アンケートにおけ

る「満足」平均９割以上 

② 利用者アンケートに

おける「満足」平均

９割以上 

【社会福祉研修センター】 

成果指標 設定する目標 【参考】市が設定した目標 

① 研修の受講率 ・実技を伴わない研修：

平均受講率85％以上 

・実技を伴う研修： 

平均受講率75％以上 

① ・実技を伴わない研

修：平均受講率85％

以上 

・実技を伴う研修： 

平均受講率75％以上 

② アンケート総合評価（５点満

点）の平均点 

全研修を通して４.０点

以上 

② 全研修を通して４.０

点 以上 

【男女共同参画センター】 

成果指標 設定する目標 【参考】市が設定した目標 

① 講座の受講者アンケートにお

ける満足度 

「満足」８割以上 ① 「満足」８割以上 

② 講座受講者数 増加（前総合評価期間の

平均値比） 

② 増加（前総合評価期

間の平均値比） 
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□上記で設定した数値目標を達成するための具体的方策について記述してください。 

【施設維持管理業務等】 

 施設、駐車場等を清潔かつ危険の無いように整備し、適時巡回し、環境を保全し 

ます。また、高齢者、障害を持った方が多く利用されることから、危険個所の早期 

発見、情報収集に努め、常に安全に利用できる施設を目指します。    

 

【障害者福祉センター】 

① 受講者等の募集においては、多様な媒体により、情報が広く行き渡るよう配慮し

ます。講座等の種類や内容は、頂いたご意見の他、実績や時流等も考慮して、魅力

的に企画します。講座の運営においては、個々の障害の区分や程度に合わせて細や

かにフォローし、大会や作品展などの目標を持っていただけるような配慮もしま

す。 

② 当施設の利用者満足度向上のため、特に、事業内容の充実及び職員の資質向上に

努めます。多様なニーズに添って事業を展開させ、わかりやすい広報や利用案内に

も配慮します。職員は接遇を重んじるとともに、研修等により各種情報や知識、教

養等の習得を図ります。また、施設の安全・安心・清潔の維持管理についても努め

ます。 

 

【社会福祉研修センター】 

専門職向け研修の参加者数及び評価達成については、①受講生が研修センターに求

める研修内容（受講者サイドのニーズ）、②福祉従事者として求められている能力の

把握（現場サイドのニーズ）、の２点の分析・把握が必要不可欠と考えます。これら

を達成するためには、日頃から各種研修・講演会・講師陣との交流・専門誌等からの

情報把握、といった多方面へアンテナを張る努力が継続的に求められてきます。研修

センター所属の全職員に、こうした意識を徹底させます。また、市民向けセミナーに

関しても、職員に要求されるアンテナの高さは同じであり、常日頃から貪欲に情報を

得る努力を行うことで、魅力ある研修を企画してまいります。 

 

【男女共同参画センター】 

①  受講者が学習に積極的に参加し、主体的に学ぶことができるよう、講座内容の刷 

新に努め､魅力ある充実した講座を実施します。 

    主催講座は原則一時保育を実施し、子育て中の方も安心して参加出来るようにし 

ます。 

② 就労している方が参加しやすい土・日・夜間の講座を実施します。 

③ 市内の公共施設等（公民館・コミュニティセンター等）で実施するアウトリーチ

事業を実施します。 

④ 受講者アンケートを毎回行い、講座の企画・運営に反映させます。 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。
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提案書様式第１７号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（７）自主事業の効果的な実施 

□自主事業に関する基本方針について、本施設の設置目的、ビジョン・ミッションを達成

すること、本施設に求められる機能・役割を高めること等の観点から、また、本施設の

事業との関係等を踏まえて、具体的に記述してください。 

 

【社会福祉研修センター】 

  福祉・介護従事者に対する「専門性」の意識化を促進する契機の創出（ヨルゼミ）

や、（SDGs研修）におけるコンセプト研修や体験を通じた取り組みの理解促進を図るほ

か、福祉に携わる人材の育成や市民の活動の場を広める契機の創設（交流発展研修）を

行います。 

 

【男女共同参画センター】 

 男女共同参画社会形成のための拠点施設としての取組を広く知っていただくため、ま 

た男女共同参画センターに足を運んでいただくきっかけづくりとなる事業を実施しま 

す。 

ビジネススキルの習得など研修学習事業のテーマをさらに深めて技術・知識を学ぶ講

座を実施するなど、広く施設の認知度・魅力度を高める企画を行います。 

 

□自主事業の実施体制について、提案書様式第３－１号から提案書様式第４号まで（管理

運営の執行体制、必要な専門職員の配置）及び提案書様式第１０号（リスク管理及び緊

急時の対応）の内容との関係に留意の上、具体的に記述してください。 

【社会福祉研修センター】 

  自主事業の実施体制については、研修を社会福祉研修センターの場所で行うととも

に、職員も管理運営の執行体制と同一で実施します。 

（１）指定管理事業と実施体制を同一にすることで、人件費や人員配置が抑えられます。 

（２）リスク管理及び緊急時の対応についても、指定管理事業と同一で実施します。 

 

【男女共同参画センター】 

 自主事業の実施体制については、来場者への対応及び緊急時の体制を管理運営の基準

にある本施設の管理運営業務全般と同一の実施体制で実施します。 

（１）指定管理事業と実施体制を同一にすることで、効率的な人員配置と、経費の縮減を

図ります。 

（２）緊急連絡体制を一本化することで、緊急時の不要な混乱を防ぎます。 

（３）管理運営の基準にある管理運営業務と自主事業は常に一体的なサービスであると考

え、管理運営の基準にある管理運営業務に関わる人員配置と同一の体制で運用しま

す。 
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□自主事業の実施計画について、事業名、実施場所（施設）、対象者、内容、参加料等を

具体的に記述してください。 

 

【社会福祉研修センター】 

 福祉人材確保対策事業 

研修名 実施場所（施設） 対象者 内容 参加料等 

ヨルゼミ 社会福祉研修センター 施設・事業所職員 主に認知症に関わる 

事例検討や介護技術 

２,０００円 

SDGs 研修 社会福祉研修センター 市民、施設・事業所職員等 SDGs に関する知識や

体験といった講座 

無料 

交流発展研修 社会福祉研修センター 市民、施設・事業所職員等 紙工作等を通じたやり

がいづくり・場づくり 

１,０００円 

 

【男女共同参画センター】 

① 親子で一緒に参加できる事業を行います。会場は、ハーモニーホール等で参加費

は、２,０００円程度とします。 

② 働く方のスキルアップ事業として、ビジネススキルの習得など専門性の高い技術・

知識を学ぶ講座を実施します。会場はセミナールーム・ワークルームを予定し、参加

費は、３,０００円程度とします。 

③ プラザフェスタ等関連事業として、親子で参加出来る工作教室等を実施します。会

場は創作室を予定し、参加料は、２,０００円程度とします。 

④ 働く人のリフレッシュ事業として、男性料理講座等を実施します。会場は料理実 

習室等を予定し、参加料は、２,５００円程度とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判３枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１８－１号 

 

５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること。 

（１）収入支出見積りの妥当性（収入見込） 

□自主事業収入の見込みの条件、根拠等を具体的に記述してください。 

 

【社会福祉研修センター】 

  福祉人材確保対策事業 

   参加費収入（令和７年度～令和１１年度） 

研修名 受講料 人数 回数 事業収入（年度） 

ヨルゼミ ２,０００円 １０名 ３回 ６０,０００円 

交流発展研修 １,０００円 ４０名 １回 ４０,０００円 

 

【男女共同参画センター】 

自主事業収入 

自主事業につきましては、受講料収入を見込み、各年度８講座を実施する予定で

す。 

自主事業の実施につきましては、ハーモニープラザ・男女共同参画センターを周

知し、利用促進のため、より専門性を高めた事業や親子で楽しめるイベント等を企

画し、集客・収入の確保につなげます。 

【受講料収入見込】                       （千円） 

年  度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

受講料収入 1,101 1,179 1,209 1,220 1,226 

経    費 1,101 1,179 1,209 1,220 1,226 

講座数(回) 8 8 8 8 8 

【受講料金】 

区 分      料    金 

講座等受講料 1,000円 ～ 3,000円 

ホール受講料        2,000円 

 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 

 

※ 上記の条件下における収入の見込みを、提案書様式第２４号から第２６号までに記入

してください。 

※ 収入の見込み及び支出の見積りは、指定期間について単年度ごとに算出してください。

また、見積り等に関連する参考資料があれば添付してください。 
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提案書様式第１８－２号 

５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること。 

（１）収入支出見積りの妥当性（支出見込） 

□管理運営経費の見積り条件・算出根拠等を具体的に記述してください。 

なお、間接費※を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算

出根拠や配賦基準を詳細に記載してください。 

 ※  本部における総務・会計・人事・福利厚生等に係る費用など組織を維持運営してい

くための費用、又は、本部における当該業務の管理に係る費用など現場業務を管理運

営するために必要な直接業務費以外の費用 

【ハーモニープラザ管理】 

 ①  管理運営経費の見積もり条件・算出根拠等 

【人件費】 

      ハーモニープラザ内各施設及び千葉市や関係団体との連絡窓口として、常勤職員を

専従として１人配置します。 

  【主な事務費事業費】 

新たな指定期間を迎えるにあたり、サービスの質の低下に関係がない費目や創意工夫で 

削減が図れる費目は、費用の内容を丁寧に精査し、細かい見直しを行うことによって、経費 

の削減を図ります。 

②  管理運営経費に間接費を（ ■含める・□含めない ） 

③  管理運営経費に間接費を含める場合、間接費となる支出項目名、間接費の算出根

拠・配賦基準 

【事務局（本部）経費】 

社会福祉法人会計基準に基づき、社会福祉協議会施設経営班における人件費、事務費

について、各事業が応分の負担をするものです。例年、配賦基準については千葉市との協

議により決算比率にて配賦を実施しているため、本提案書においても、協議により決定した

配賦基準にて算出しています。 

【障害者福祉センター】 

①  管理運営経費の見積もり条件・算出根拠等 

【人件費】 

常勤職員を最低限度の人数に精査し、そのうえで必要な専門職は非常勤や嘱託職

員を雇用します。職員は担当業務以外のスキルも身につけることで、マルチスタッ

フ化します。プラザ内施設の職員の人材交流により相互の職員支援体制を整え、無

駄な人件費を削減します。 

【主な事務費事業費】 

サービスの質の低下にならない費目や創意工夫で削減が図れる費目は、費用の内容

を丁寧に精査し、細かい見直しを行い、経費の削減を図ります。 

講座やイベントを行うにあたり経費を削減するため、当センター利用者や福祉系

の学生をボランティアとして活用するとともに、ボランティア育成、障害者の地域

交流・社会参加にも繋げます。 

②  管理運営経費に間接費を（ ■含める・□含めない ） 

③  管理運営経費に間接費を含める場合、間接費となる支出項目名、間接費の算出根

拠・配賦基準 

【事務局（本部）経費】 

上記「ハーモニープラザ管理」と同様 
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【社会福祉研修センター】 

①  管理運営経費の見積もり条件・算出根拠等 

【人件費】 

人員については、研修センター管理運営及び社会福祉研修事業の全体の総括として

管理職を配置し、研修の企画や調査研究、情報発信、相談を行うには、地域福祉を含

む社会福祉全般にわたる幅広い知識と専門性が求められることから、経験豊富な中堅

職員と研修事業等の補助業務を行う非常勤職員を配置します。 

   また、研修時間等に対応した柔軟なシフト変更を行うことで、時間外手当の圧縮を

図ります。 

【主な事務費事業費】 

報償費は研修の質の低下にならないように積算をしております。本来、「指導力あ 

る講師の確保」という研修事業の性格上、報償費削減は困難ではありますが、講義形 

式の研修等で研修効果が変わらないものについては、複数研修を合同実施することに 

より報償費の削減を行っています。通信運搬費は、施設・事業所に対して、数種の研 

修開催通知を出来る限りまとめて送付するなどして経費削減を行っております。 

②  管理運営経費に間接費を（ ■含める・□含めない ） 

③  管理運営経費に間接費を含める場合、間接費となる支出項目名、間接費の算出根

拠・配賦基準 

【事務局（本部）経費】 

社会福祉協議会法人事務局（施設経営班を除く）における経費については、社会福

祉法人会計基準に基づき下記のとおり処理しております。 

（１）法人本部会計区分に計上される経費のうち、本部会計区分に帰属することが妥当とされる 

もの及び総務部門以外の職員の人件費を除いた額について、各事業に配賦。 

（２）法人の総事業費に占める（１）の額の割合（％）を各事業の総事業費に乗じて得た額を、各  

事業が負担する額とする。 

【男女共同参画センター】 

① 管理運営経費の見積もり条件・算出根拠等 

  管理運営経費については、施設管理経費及び事業費ごとに経費を見積もっており 

ます。 

【人件費】 

管理職を含めたより柔軟なシフト体制により、時間外手当等の抑制を行います。 

窓口業務については全員で行えるよう研修を徹底し、職員一人ひとりが多様な業 

務に対応することで、人件費を削減します。 

【主な事務費事業費】 

サービスの低下にならない費目は内容を精査･見直しを行い、経費の削減を図りま 

す。 

 ② 管理運営経費に間接費を（■含める・□含めない） 

③ 管理運営経費に間接費を含める場合、間接費となる支出項目名、間接費の算出根 

拠・配賦基準 

【事務局（本部）経費】 

   文化振興財団法人事務局における経費について、平成26年度に千葉市外郭団体を 

対象に実施された、千葉市包括外部監査における監査人の提案に基づいて、事務局経 

費全体を当財団の経常収益積算額に占める指定管理委託料及び利用料金等の合計金額 

の割合で按分率を算出し、配賦します。 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１９号 

 

６ その他市長（教育委員会）が定める基準 

（１）市内業者の育成 

□指定管理業務において再委託、発注、調達を行う場合の相手先の考え方を記述してくだ

さい。また、施設における事業において、市内業者との連携を図っていく等の考えがあ

る場合は記述してください。 

 

１ 業務委託や物品購入などを通じて、市内にある事業者に対して積極的に貢献する 

  公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設で

あり、指定管理料という市民の貴重な税金を投入して管理運営される施設です。その

ため、その管理運営においては、可能な限り市民に還元されることが好ましく、より

良いサービスを提供することで利用者としての一般市民に貢献することはもちろん、

業務委託や物品購入などを通じて、市内にある事業者に対しても積極的に貢献するこ

とが望まれると考えています。 

 

２ にぎわいと消費の創出 

指定管理者という市の代行者としての視点から考えると、人の集まりやにぎわい、

利用者同士のコミュニケーションが生まれ、同好会活動や地域交流などが活発化し、

そうした動きを通じて、施設内外でのコミュニティ活動が少しずつ活発化し、ひいて

はそれが市内産業の活性化にもつながっていくような機能を発揮することも望まれて

いると考えます。 

そこで、今まで以上に多くの市民に気軽に利用いただけるように各種委員会におい

てサービスの向上策や事業企画の立案に取り組むとともに、一般市民だけではなく、

千葉市内の企業・団体や他の施設等とも適切に連携することで、市内産業の活性化に

貢献できるよう取り組みます。 

 

３ 市内業者との連携 

本施設は、千葉市民のための公の施設であり、管理運営に際しては、上記の考え方

に基づき、市内にある事業者を積極的に登用することが望ましいと考えています。 

そこで、指定管理者自らが行うべき施設機能を発揮するための業務以外は、専門業

者でなければできない業務を除き、業務委託においても資材購入においても、市の入

札参加資格を保有する市内業者および必要に応じて準市内業者を優先的に登用しま

す。 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。
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提案書様式第２０号 

 

６ その他市長（教育委員会）が定める基準 

（２）市内雇用への配慮 

□本施設の管理運営業務に従事する職員のうち、千葉市内に住所を有する者を雇用する職

種を以下の表に記載してください（補足事項がある場合は、表の下部に記載してくださ

い。）。 

【ハーモニープラザ管理】 

 

No. 職種（職名） 

１ 事務 

 

【障害者福祉センター】 

 

No. 職種（職名） 

１～２ 所長、事務 

３～11 指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、非常勤事務(5) 

13～16 看護師、指導員補助(2)、監視員 

17～21 医師(5) 

 

【社会福祉研修センター】 

 

No. 職種（職名） 

２～４ 事務(3) 

５ 業務補助 

 

【男女共同参画センター】 

 

No. 職種（職名） 

２～７ 副館長、事務(5) 

９～13 事務(3)、嘱託(2) 

14～23 非常勤事務(7)、一時保育(3) 

 

＊「NO.」、「職種（職名）」は、提案書様式第３－２号（管理運営の執行体制）の「従

事者一覧表」の内容と一致すること。 

 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。
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提案書様式第２１号 

 

６ その他市長（教育委員会）が定める基準 

（３）障害者雇用の確保 

□本施設の管理運営業務に従事する職員のうち、障害者を雇用する職種等を以下の表に記

載してください（補足事項がある場合は、表の下部に記載してください。）。 

 

【障害者福祉センター】 

 

No. 職種（職名） 障害の区分 障害の程度 週所定労働時間 

12 看護師 身体 重度以外 16時間 

 

 

 

＊「NO.」、「職種（職名）」は、提案書様式第３－２号（管理運営の執行体制）の

「従事者一覧表」の内容と一致すること。 

＊「障害の区分」は、「身体」「知的」「精神」のいずれかを記載すること。 

＊「障害の程度」は、「重度」「重度以外」のいずれかを記載すること（ただし、精神

障害者の場合は記載不要）。 

「重度」の判断は、公共職業安定所に提出する障害者雇用状況報告書の記載方法の考

え方によること。 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第２２号 

 

６ その他市長（教育委員会）が定める基準 

（４）施設職員の雇用の安定化への配慮 

□現在、本施設の管理運営に従事している職員の継続雇用の考え方（継続雇用を検討する

職種（ポスト）、継続雇用の条件、選考方法等）について具体的に記述してください。 

【社会福祉協議会（施設管理・障害者福祉センター・社会福祉研修センター）】 

就業規程にて、段階的に定年年齢を６５歳までに引き上げています。引き上げの経過

期間中の定年退職職員が引き続き雇用を希望する場合、最長６５歳まで（１年更新）、

継続雇用職員として雇用します。 

なお、継続雇用に際し、その雇用条件は、従前の職務内容、勤務実績、健康状態、必

要な資格の有無、本人の希望等を総合的に勘案し、双方合意のうえ、決定します。 

 

【文化振興財団（男女共同参画センター）】 

施設管理及び事業担当者は正規職員を配置し、安定的な継続雇用を実施します。ま

た、正規職員の業務を補うため、契約職員等を書類・面接により職歴等を勘案し、選

考・採用をします。なお、高年齢雇用安定法の規定に則り、就業規程等を改正し、定年

年齢を最長６５歳としています。 

□指定期間中に雇用する職員の雇用の安定化を図るための方策について具体的に記述して

ください。 

【社会福祉協議会（施設管理・障害者福祉センター・社会福祉研修センター）】 

ホームページ、ハローワーク、福祉人材センター、学校等養成機関等に求人を行いま

す。また、採用困難職種にあっては、就職セミナー等の有料媒体も併用し職員確保に努

めます。 

非常勤職員については、勤怠状況等で総合的に判断し、雇用契約の更新をすることで

優秀な人材の確保を図っています。 

 

【文化振興財団（男女共同参画センター）】 

正規職員を配置することにより雇用の安定化を図ります。また、契約職員等について

は、勤怠状況を勘案したうえで、優れた人材については雇用契約を更新するなど継続的

な雇用を実施します。 

□指定期間満了後、指定管理者が他の事業者に替わる場合における施設職員の雇用の考え

方について具体的に記述してください。 

【社会福祉協議会（施設管理・障害者福祉センター・社会福祉研修センター）】 

職員への説明を十分に行うとともに、法人内他部署への配置転換や他事業者への斡旋

等を含め、職員の意向を最優先に考え、雇用の確保に努めます。 

 

【文化振興財団（男女共同参画センター）】 

正規職員については、団体が管理する他施設へ配置調整を行うほか、その他職員につ

いては、新しい指定管理者へ斡旋等に努めます。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第２３号 

 

７ その他（審査項目外） 

利益等還元の方針 

□利益等の還元の方針については募集要項に記載のとおりですが、その内容を上回る還元

について提案がある場合は記載してください。 

 

１「公の施設」の指定管理者として、利益の還元を行います。 

公の施設は市民の負担による一定のコストをかけて管理運営する施設です。した

がって、そのコストによって事業を実施し、大幅な利益が得られた場合は、市や市

民に対して還元していくことが必要と考えます。 

指定管理委託料及び自主事業による収入が管理経費を大きく上回り、大幅な利益 

が発生することが想定される場合は、貸出備品の充実、常に清潔感があり快適な空

間となるための施設劣化（絨毯・壁・什器備品等）の修繕、子育て支援や少子高齢

化に配慮した設備の充実など、利用者の利便性の向上及び市の財政負担の軽減を図

っていきます。 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 

 






































































